
別紙４ 

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する特記事項 

 

受託者は、本業務の実施にあたり「障害を理由とする差別の解消の推進に関

する法律」（平成 25年法律第 65号）を遵守するとともに、委託者が定めた「障

害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の施行に当たっての世田谷区の

基本方針」及び「世田谷区における障害を理由とする差別の解消の推進に関す

る職員対応要領」に準じた取扱いをすること。 

なお、当該基本方針及び要領については、世田谷区ホームページ

（ https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/fukushi/002/015/d00137262.html）

を参照すること。 


